
 

 

 

 
 

コロナ禍の生活の中で 

校長 小 澤 雅 人 

 ２学期が始まり、生徒たちの明るい声が響き渡る日常が戻ってくると、やはり学校の良さを痛感します。
コロナ禍の中、今学期も、授業、学校行事共に感染防止の観点を第一に可能な限り、生徒たちの活動を準
備企画して参ります。しかしながら、９月に入り感染状況は少しずつ減少傾向にありながらも、一年前を
振り返ると厳しい状況と言わざるを得ません。緊急事態宣言も 9 月末まで継続され、その後も感染防止へ
の意識を高く維持していく政策が続けられていくこととなると思います。今後とも、もう少しＷｉｔｈコ
ロナ社会に向けたご協力をお願いいたします。 
さて、区教育委員会より今年度の「特定の課題に対する調査、意識・実態調査」の結果が学校の届き、

この中の「生徒の意識・実態調査」から幾つか注視したいデータがありました。 

 昨年から続くコロナ禍の中、学校生活への充実度は平均して 80％を超えてはいますが、20％ほどの生
徒たちに何らか充実度を欠く状況があることは、残念なことです。コロナ禍の制約もあるかと思われます
が、できる限りチャレンジさせ、経験値を高められる学校生活の実践を目指していきたいと考えています。 

学年によって肯定的な回答に大きな違いがみられます。 
 また、自己肯定感や自尊感情に関するデータには次のような状況が見られます。 

グローバル社会が進展し、発言する日本人、自らの意見を発表できる日本人の育成が大きな課題となっ
ています。現在の教育活動の大きな目標が「生きる力」の育成にあり、自ら課題をとらえ、自ら考え・実
践し、課題を解決していく力を育成することが求められています。この「生きる力」を培っていく基に、
自己肯定感・自己有用感の向上があります。自らの力で自らの人生を作り上げていくときに、自分自身を
しっかりと捉え、自信を持って取り組んでいくところに物事の達成・成就があると思っています。この自
信をどのように子どもたちに持たせていけるかが、「生きる力」の育成に大きくかかわっています。学校
だけではなく、家庭や地域社会での活動に対して子供たちに自信を持たせていくためにも、褒めていくこ
とが何よりの関わりだということができます。 
日本人は、世界的な会議や交渉の場で、発言することが少なく、はっきりとものを言わない民族だとい

われています。グローバルな社会が今後成長していく上では、きちんと自分の意見・考えを主張した上で
互いを尊重していくことが何よりも重要とされています。奥ゆかしさと共存する日本の気質は保ちなが
らも、主張できていける姿勢を子どもたちに意識させていきたいと考えています。そのためにも、我々大
人や教師が、子どもたちに自信をもたせ、自己肯定感を高めていく、子どもたちへの「褒める」関わりの
大切さを再認識することが大切です。 
コロナ禍の中で、様々な日常の生活が制約され、かつての多くの活動が見送られてきています。先ずは

健康と安全が第一であることは最大の目標です。その上で、子どもたちの未来に向け多くの活動の機会と
想い出、そして達成感をもたせていくことが教育活動の目的だと思っています。過去に戻ることはできな
くとも、未来を創造していくことはできます。今年度も残り半年余り、保護者、地域の皆様とともに荻窪
中学校の生徒の未来造りに取り組んでいきたいと思います。ご支援をお願いいたします。 

 

令和３年度 

令和３年９月２２日発行 

④「学校生活が充実している」 

   肯定率   区平均    荻窪中 
１年生   85.7％   91.2％ 
２年生   82.2％   73.4％ 
３年生   82.7％   84.4% 

①「自分は、努力すれば大抵のことはできるようになると思う」 

      肯定率   区平均    荻窪中 
   １年生   72.1％   68.1％ 
   ２年生   69.3％   62.5％ 
   ３年生   70.4％   81.8% 

②「今の自分に満足している」 

肯定率   区平均    荻窪中 
1年生   43.8％   36.3％ 
2年生   33.9％   34.4％ 
3年生   33.2％   44.2％ 

③「今の自分に自信がある」 

肯定率   区平均    荻窪中 
１年生   49.7％   41.8％ 
２年生   39.9％   43.8％ 
３年生   39.0％   46.8％ 



１ 学校で使う場合 
 ■学習に必要なときに、必要な場所で使用しましょう。 
 ■原則、自分が借りているタブレット端末を使用し、他の人と交換して使用することはやめましょ

う。 
 
２ 家庭で使う場合 
 ■使用する時間については家の人とよく話し合い、適度に休憩しながら使用しましょう。 
 ■どこでも安心して使用できるよう、十分に充電をしましょう。 
 ■学習に必要のないデータはタブレット端末には保存しないようにしましょう。 
 
３ 使用上の注意 
(１)タブレット端末の取扱い 
 ■丁寧に扱いましょう。紛失（なくしたり）や盗難（ぬすまれたり）、落下による破損（こわした

り）など発生しないよう十分に気をつけ、責任をもって管理しましょう。 
 ■学校のタブレット端末で作ったデータやインターネットから取り込んだデータ（写真や動画など）

は、先生が許可したものだけを保存しましょう。 
 ■学校、家庭及び先生の指示がある場所で使用しましょう。 
 ■卒業や転校時にはタブレット端末は返却となります。借りた時と同じ状態で返却していただきます。

個人でペイントをしたり、シールを貼ったりすることは禁止します。 
(２) 不具合や故障 
 ■故障や破損又は紛失があった場合は、すぐに先生や家の人に知らせましょう。 
(３)安全な使い方・個人情報等 
 ■インターネット接続記録が残りますので、不適切なサイトへの接続はやめましょう。 
 ■インターネットには制限がかけられていますが、もしもあやしいサイトに入ってしまったときは、 

すぐに画面を閉じ、先生や家の人に知らせましょう。 
 ■自分の ID やパスワードを第三者に教えること、自分以外の人に使わせることはしてはいけませ

ん。 
 ■自分や他人の個人情報（写真や名前、住所、電話番号、メールアドレスなど）はインターネット上

に絶対に上げてはいけません。 
 ■個人や他の人の家、持ち物などを撮影するときは、必ず撮影する相手の許可を得ましょう。 
 ■不正ログインやなりすましは行わないでください。 
■SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の使用はできません。 

 ■自分自身や他の人々が不快な思いをしないように情報モラルを守って使用しましょう。 
(４)カメラでの撮影 
 ■カメラは先生が許可した場面で使いましょう。 
 ■ウェブ教材やオンラインホームルーム等のタブレット端末で表示したコンテンツを、先生の許可な

くスクリーンショットや画面録画の機能を使って記録することや、個人のデジタルカメラ、スマー
トフォン等で録画や撮影をしないでください。 

(５)設定の変更 
 ■タブレット端末の設定は、先生の許可なく変えないでください。 
 ■今入っているアプリケーションの削除や追加はしないようにしましょう。 
(６)使用の制限 
 ■「タブレット端末活用のルール」が守れないときは、タブレット端末を使うことができなくなりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月に１２０台のタブレット端末の入替作業を行い、端末の持ち帰り設定が完了し、現在生徒のアカウ

ントのログインや端末の不具合の有無の確認を行っています。１０月には端末の持ち帰りを始めます。持

ち帰りが始まる際には、生徒に上記のタブレット端末活用のルールを配布し、指導いたします。ご家庭で

も生徒と一緒にお読みいただき、適切な使用について確認していただきますようお願いいたします。 

またタブレット破損防止のため、タブレット持ち帰り用のケースの準備をお願いいたします。 

保護者の皆様へ 

〇タブレット端末を家に持ち帰った際は、次の日に学校で使用するために、ご家庭での充電にご協力くだ

さい。 

〇タブレット端末を安心・安全・快適に使用するために、使い方についてぜひご家庭で話し合ってくださ

い。お子様と一緒に家庭でのルール作りをお願いします。 

〇タブレット端末を大切に扱うようお声がけをお願いします。タブレット端末は杉並区からの貸与品のた

め、乱暴な扱いや故意による破損・故障の際は修理等の費用を負担していただく場合があります。 



 
令和３年度 杉並区立荻窪中学校 学芸発表会（全席指定席制） 

令和３年 １０月２０日（水） 杉並公会堂 大ホール 

開場 １２時００分 開演 １２時１５分 

開会式                               １２時１５分 

第１部 合唱コンクール 

 Ⅰ １年の部  B組―C組―A組            １２時３０分 

 Ⅱ ２年の部  B組―A組                １３時００分 

  （休憩１０分） 

 Ⅲ ３年の部  A組―B組                １３時３０分 

  （休憩１０分） 

第２部 舞台発表                         １４時０５分 

 Ⅰ 軽音楽部 

  （休憩１５分） 

Ⅱ 英語部 

 Ⅲ 吹奏楽部 

閉会式                               １５時２７分 

 ※開始時刻やプログラムの内容が変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。 

特別審査員 洗足学園音楽大学 風見 章 先生    

今年度の学芸発表会もコロナウイルス感染症対策のため、保護者以外の一般の方の入場はできません。

また保護者席も昨年度同様、数に限りがあるため各家庭１名とさせていただきます。座席は生徒による厳

正な抽選を行って決定いたします。定められた席以外に座ることはおやめください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３学年 修学旅行の延期について 

 緊急事態宣言の９月３０日までの延長に伴い、９月２６日（日）から実施予定の修

学旅行を、１０月２６日（火）から２８日（木）に延期いたします。延期した日程が

決定いたしましたので、修学旅行保護者説明会を１０月４日（月）進路説明会の後に

開催いたします。 

 

令和３年度 学芸発表会 課題曲・自由曲一覧 

 １年生 課題曲：「カリブ夢の旅」  

A 組自由曲：「ＨＥＩＷＡの鐘」 B組自由曲：「COSMOS」 C 組自由曲:「マイバラード」 

 ２年生 課題曲：「時の旅人」 

   A 組自由曲：「旅立ちの時」   B組自由曲：「あなたへ」 

 ３年生 課題曲：「大地讃頌」      

A 組自由曲：「友」       B組自由曲：「YELL」 

 

 

【栄光の記録】 

全国中学校相撲選手権大会  個人戦 □□ □□□（決勝トーナメント出場） 

東京都中学校吹奏楽コンクール B 組 銀賞 

杉並区中学校ソフトテニス新人大会第一次トーナメント 女子 第５位 □□ □□・□□□ □□ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月・１０月の主な行事予定 

９月２４日（金） 生徒会朝会 

         生徒会役員選挙活動(始) 

９月３０日（木） 口腔保健指導（１年） 

１０月 １日（金） 英語検定 

１０月 ２日（土） 土曜授業 

          （国際理解教育 DAY） 

          英語スピーキングテスト（３年）  

１０月 ４日（月） 進路説明会 

          修学旅行保護者説明会（３年） 

１０月 ５日（火） 生徒会役員選挙立会演説会 

１０月 ７日（木） 模擬裁判出前授業（３年） 

１０月 ８日（金） 漢字検定 

１０月１１日（月） 全校朝会 安全指導 

１０月１３日（水） 避難訓練 

          修学旅行前健康相談（３年） 

１０月１８日（月） 専門委員会 

１０月２０日（水） 学芸発表会 

１０月２５日（月） 生徒会朝会（認証式） 

１０月２６日（火） 修学旅行（３年） 

１０月２７日（水） 修学旅行（３年） 

１０月２８日（木） 修学旅行（３年） 

１０月２９日（金） 生徒総会 

 

  

いのちの教育月間 

 

杉並区では「いのちの教育月間」として毎年５月と９

月に命を大切にする教育活動を実施しています。本校で

も、９月１５日（水）の道徳の授業において命の大切さ

について考える授業を全学年で実施いたしました。 

軽音楽部 夏ライブ 

 
7 月１８日（日）・１９日（月）に軽音楽部夏ライブを

行いました。来場者数を制限し、入れ替え制をとり会場

の人数が多くならないように配慮しながら実施いたし

ました。それぞれの学年のバンドが、しっかりと演奏す

る様子が見られました。 

生徒会役員選挙 

 
１０月５日（火）の生徒会役員選挙に向けて、立

候補者の届け出が終わり、立候補者が出そろいまし

た。今年度は会長と２年生の生徒会役員が信任投票

となりました。９月２４日（金）から立候補者の選

挙活動が始まります。 


